
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度（２０２４年度） 

千葉市食品衛生監視指導計画に 

基づく監視指導結果（概要版） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月 

千葉市保健福祉局医療衛生部 

  



 

 

千葉市では、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し市民の健康保護を図るため、

平成１６年度から「千葉市食品衛生監視指導計画」を策定し、計画に基づく飲食店や食

品製造施設、食鳥処理施設などの監視指導を行うほか、市内に流通する食品等※１の試験

検査を行っています。 

食品の放射性物質検査については、平成 23 年度から市内を流通する食品に対する検

査を実施しており、これらの結果は、市のホームページで公開しています。 

このほか、飲食店、食品製造施設などの監視指導や従来から実施している病原微生物、

残留農薬、食品添加物など食品等の試験検査についても継続的に取り組み、食の安全性

の確保に努めました。 

 

※１ 食品・添加物・器具及び容器包装をいいます。 

 

１ 食品営業施設の監視指導結果 

 食中毒などの飲食に起因する事故の発生防止のため、市内の営業施設 10,124 件

（飲食店営業、菓子製造業など食品営業許可を要する業種のうち、旧食品衛生法に 

基づく許可を要する施設 1,822 件、改正食品衛生法に基づく許可を要する施設 

3,072 件、届出を要する 5,230 件）の監視指導を実施しました。 
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総数 15,666 10,124 2,153 0 2,001 - - - -  4 

旧食品衛生法に基づく 

許可を要する食品関係 

営業施設 

4,392 1,822   1,572 - - - - 1 

改正食品衛生法に基づく

許可を要する食品関係 

営業施設 

7,181 3,072 2,153 0 429 - - - - 2 

食品営業届出業種 4,093 5,230  -  - 1 

 

  



 

 

２ 食品等の試験検査 

（１）食品衛生対策 

ア 市内に流通する鮮魚介類、野菜果実、加工食品など 435 検体の食品について

試験検査を行った結果、食品衛生法に違反する食品はありませんでした。 

 微生物検査 理化学検査 違反食品 
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イ 消費者からの通報や相談に基づく食品について試験検査を行い、食品衛生法に

違反する食品の排除に努めています。 

令和６年度はこれに基づく食品の検査はありませんでした。 
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（２）放射性物質対策 

  市内を流通する食品の放射性物質検査を実施しました。 

  市内で流通する食品を２０検体検査しましたが、基準値を超過する食品はあり

ませんでした。 

ア 放射性物質（放射性セシウム）の基準値 

食品の区分 基準値（ベクレル／kg） 

一般食品 100 

乳児用食品 50 

牛乳 50 

飲料水 10 

  イ 市内に流通する食品の放射性物質検査結果 

 

 

 

 

食品の区分 
検査

数 

基準値

超過数 
主な検査品目 

一般

食品 

農産物 10 - 

チンゲンサイ、日本なし、さつまいも、にんじん、

キャベツ、だいこんの根、れんこん、こまつな、

ねぎ、しゅんぎく 

水産物 10 - 
マアジ、マイワシ、コウイカ、マダイ、クロムツ、

マサバ、スズキ、カツオ、ブリ、キンメダイ 

計 20 -  



 

 

３ 食鳥検査 

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成 2 年法律第 70号）に

基づく大規模食鳥処理場において、1 羽ごとに食鳥検査を行い、疾病又は異常のあ

る食鳥の発見・排除に努めるとともに、大規模及び認定小規模食鳥処理場の衛生管

理の徹底を指導し、安全で衛生的な食鳥肉の確保に努めました。 

・大規模食鳥処理場における食鳥検査結果 

検査羽数 全部廃棄処分 一部廃棄処分 

7,443,589 羽 76,738 羽 2,359 羽 

  

 

４ 夏期及び年末における食品等の一斉点検 

食中毒などの飲食に起因する事故が発生しやすい夏期や、多品目の食品が短期間

に流通する年末に、厚生労働省及び消費者庁が示す方針に基づいて、食品の衛生的

な取扱いや適性表示等に関する監視指導及び食品等の試験検査を実施しました。 

 

（１）食品、添加物等の夏期一斉取締りの実施結果 

（２）食品、添加物等の年末一斉取締りの実施結果 

 

 

５ 食中毒防止対策の実施について 

食中毒の発生を未然に防ぐため、次のとおり対策を講じました。 

対策の名称 主な内容 

食品衛生

夏期対策

期間 

食品、添加物等の夏期一斉取締り 

7 月 1 日から 8 月 15日まで 

○厚生労働省及び消費者庁が示す 

方針に基づき監視指導を実施 

食中毒予防強調月間 

8 月 1 日から 8 月 31日まで 

○食中毒予防キャンペーンの実施 

○大規模調理施設の監視指導など 

その他の取組み 

6 月 1 日から 9 月 30日まで 

○衛生教育の強化 

○食中毒予防について市政だより、

ホームページを利用した広報を

実施 

食中毒注意報、警報の発令 

１ 食中毒注意報  

６月１日から７月８日まで 

２ 食中毒警報   

7 月 9 日から 9 月 30日まで 

○市関係施設に対する注意喚起など

（千葉県と連携） 

 

食品、添加物等の年末一斉取締り 

12 月２日から 12 月 27 日まで 

○厚生労働省及び消費者庁が示す 

方針に基づき監視指導を実施 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seikatsueisei/r6_workspace_food/r6kakiissei.html
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seikatsueisei/r6_workspace_food/r6nenmatuissei.html


 

 

６ 食品衛生知識の普及啓発 

（１）食品等事業者や消費者などを対象に食品衛生講習会を実施し、食品衛生知識の

普及啓発に努めました。 

  ア 集合形式 

 回数 受講者数 

食品等事業者 45 回 1,434 人 

消費者 9 回 162 人 

その他 11 回 818 人 

総数 65 回 2,414 人 

  イ e-Learning 形式 

       期間 受講者数 

食品衛生責任者実務講習会 令和６年 4月～令和７年 3 月 1８３人 

（２）令和７年度食品衛生監視指導計画の策定 

令和７年 1月６日から 2 月 5 日まで、令和７年度の食品衛生監視指導計画

（案）についてのパブリックコメント手続※２を実施しました。 

また、令和７年１月３０日には、リスクコミュニケーション※３として市民及び 

食品等事業者を対象に「食の安全に関する講演会・意見交換会」を開催しました。 

パブリックコメント手続の結果、２１件の意見が寄せられました。 

 

ア 意見件数 

項  目 意見数 

計画の趣旨に関すること 1 件 

実施体制に関すること ４件 

食品等取扱施設の監視指導に関すること ６件 

食中毒防止対策に関すること ２件 

市民、食品等事業者への情報提供及び意見の交換に関すること ６件 

食品衛生に携わる人材の養成及び資質の向上に関すること 1 件 

計画以外に対する意見 1 件 

合  計 ２１件 

 

  イ 食の安全に関する講演会 

  （ア）演 題 「本当に安全な食品とは？～食品のリスクについて考える～」 

  （イ）講 師  国立医薬品食品衛生研究所  

客員研究員 畝山智香子 氏   

（ウ）参加人数  3０人 

 

※２ 市の重要な政策の決定の過程において、当該施策の案を公表し、市民からの

意見の提出を広く求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うととも

に、当該意見に対する考え方を公表する手段をいいます。 

※３ 消費者、事業者、行政担当者等のリスクに関係する人々の間で情報や意見を

交換することをいいます。 

ホームページを通じた情報発信などの一方向的なものも広い意味でのリスク

コミュニケーションに関する取組に含まれています。 


